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第 １ 部 障がい者計画の基本的な考え方 
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第１章 障がい者計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の背景と趣旨                           

本市では、平成１９（2007）年３月に本市の地域福祉を進めるための理念や仕組みをまとめた

「鹿沼市地域福祉計画」を策定し、子どもから高齢者まで、誰もが住みなれた地域で年齢や障が

いの有無にかかわらず、安心して自立した生活をおくることができるよう、住民みんなで考え、一

人ひとりの力を合わせ、支え合い・助け合う地域福祉社会を目指し推進してきました。 

同時に、「かぬま障がい者計画」を策定し、地域における障がい者の生活支援を充実させるノ

ーマライゼーション※理念の普及に努めてきましたが、依然として社会一般とは異なる生活をして

いる障がい者も多く存在しています。 

障がい者福祉制度改革は、障がい者計画の根拠法である「障害者基本法」の改正、「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）の

施行、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待

防止法」という。）の施行、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）の施行、「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）の施行など多岐にわたり、ここ数年間で障が

い者を取り巻く環境及び施策は大きく変化しています。 

本市では、障がい者が住みなれた地域で、安心して充実した生活をおくることができるよう、そ

のニーズに応じた地域生活支援を受けられる障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するた

め本計画を策定します。 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ                              

（１）本計画の位置づけ 

   かぬま障がい者計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づき策定を義務付けられた法定計画

であり、障害者総合支援法に基づく「鹿沼市障がい福祉計画」及び、児童福祉法に基づく「鹿沼

市障がい児福祉計画」の２つの計画とあわせ、障がい者のための施策に関する基本的な計画と

なります。 

 

 

 

   かぬま障がい者計画は、国の基本計画及び県の障害者計画を踏まえ、本市の障がい者の総合

的な対策を推進するための行政運営並びに障がい者対策に関わる団体などの取り組みの指針

となるものです。 

   また、鹿沼市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、かぬま障がい者計画を上位計画とし、

障害者基本法 
（障害者基本計画等） 
第１１条第３項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと
もに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のため
の施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければ
ならない。 

ノーマライゼーション※とは 

 障害の有無や加齢等に関係なく、誰もが住み慣れた地域で共に生活できる社会を実現

しようという考え方。 
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関係法令に基づく障がい児者の生活支援の提供体制を計画的に確保し、障がい福祉サービス

等の実施計画として位置付けるものです。 

（２）他計画との連携 

   本計画は、国の「障害者基本計画」、及び栃木県の「とちぎ障害者プラン２１」に示された指針を基

本に、本市の障がい者を取りまく状況に合わせて策定します。 

地方自治法に基づく鹿沼市総合計画は、市町村行政運営の基本指針を定める計画であり、本

計画の上位計画として位置づけられます。 

   また、「鹿沼市地域福祉計画」との調和整合性を図るとともに、市関連部門との調整を図ります。 

 

 

      

 

 

         

 

   

 

  

 

 

 

３ 計画の期間                                

   かぬま障がい者計画（第 6 期）、鹿沼市障がい福祉計画（第 7 期）及び障がい児福祉計画（第 3

期）は、令和 6（2024）年度を初年度に令和 8（2026）年度を目標とする３か年計画として策定

し、必要に応じて見直しを行うものとします。 

○計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

鹿沼市地域福祉計画 

栃木県 とちぎ障害者プラン２１ 

国  障 害 者 基 本 計 画 

 

他
の
関
連
計
画 

地
域
福
祉
活
動
計
画 

鹿沼市総合計画 

い
き
い
き
か
ぬ
ま
長
寿
計
画 

（
鹿
沼
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画
） 

鹿
沼
市
自
治
基
本
条
例 

か
ぬ
ま
障
が
い
者
計
画 

鹿
沼
市
障
が
い
福
祉
計
画 

鹿
沼
市
障
が
い
児
福
祉
計
画 

鹿沼市 

社会福祉 

協議会 

鹿
沼
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援 

事
業
計
画 

 

健
康
増
進
計
画 
健
康
か
ぬ
ま 

 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

（第4期）

（第5期）

（第1期）
（第2期）

鹿沼市障がい児福祉計画
（第3期）

鹿沼市障がい児福祉計画
（第4期）

鹿沼市障がい児福祉計画

（第5期）
かぬま障がい者計画

（第6期）
かぬま障がい者計画

（第7期）
かぬま障がい者計画

（第6期）
鹿沼市障がい福祉計画

（第7期）
鹿沼市障がい福祉計画

（第8期）
鹿沼市障がい福祉計画

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
基
本
計
画 

21 



 

- 4 - 

４ 計画の対象者                               

   かぬま障がい者計画は、障がい者福祉に関する施策を社会全体で推進していくことを目的とし

ていることから、計画の対象者は全市民とします。 

   また、この計画でいう「障がい者」とは、障害者基本法第２条に定める「身体障害、知的障害、精

神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であ

って、障害及び社会的障壁※により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にある」人と、難病患者等で長期にわたり生活上に支障がある人を総称しています。 

   鹿沼市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障害福祉サービス等及び障がい児通所支援

等の実施計画であるため、障がい児者及び障がい児者に係る行政・サービス提供事業者・障が

い者関係団体・保健医療機関・ＮＰＯ等の民間団体等が計画の対象です。 

 

 

 

 

５ 計画の策定体制                              

本計画の策定は、以下の体制で行い、次の点に考慮したうえで調査や計画の検討を行いまし

た。 

（１）障がい者の実態把握 

   本計画は、本市における障がい者の実態や利用者の意向を踏まえ、実現性の高い計画とするた

め、鹿沼市地域自立支援協議会の各部会での検討や、障がい者本人や家族等、また障害福祉サ

ービスを提供する法人に対してアンケート調査を実施しました。 

（２）関係機関等との連携 

   本計画の障がい者施策に関係する障がい者団体、事業所等及び関連する行政機関との調整を

図りました。 

（３）計画策定委員会の設置（鹿沼市地域自立支援協議会） 

   計画の策定にあたり、障がい者団体、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・福祉関係者、

民生委員・児童委員及び関係行政機関等により構成する鹿沼市地域自立支援協議会を「かぬま

障がい者計画・鹿沼市障がい福祉計画・鹿沼市障がい児福祉計画策定委員会」として位置づけ、

事務局（障がい福祉課）と連携を図り策定の検討を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会的障壁※とは 

 障害がある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような社会にお

ける事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 
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第２章 計画の基本理念・目標 

１ 基本理念                                  

障がいのある人もない人も、ともに豊かで生きがいのある人生を送るためには、一人ひとりの人

間としての尊厳を尊重し合い、地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続することが出来るよ

うな体制を確保し、誰もが自立した日々の生活を送れるような社会を実現していくことが必要で

す。 

そのような社会の実現を目指し、市民、行政、企業、団体等が一体となって連携・協力し、すべて

の人が安心して暮らせるように、 

 

 

 

を本計画の基本理念として掲げます。 

 

２ 基本目標                                  

本計画の基本理念の実現を目指し、障がい者福祉施策を推進するため、次の基本目標を掲げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念  

向こう三軒両隣 笑顔あふれるやさしいまち  かぬま 

基本目標  

○ ふれあい、支え合い、理解し合えるまち 

障がいのある人もない人も、共に暮らす地域社会の一員としてふれあいを大

切にし、支え合いながら、お互いを理解し、地域で育む福祉のまちづくりを目

指します。そのために障がい者への理解を促進し、地域コミュニティや関係団

体、行政などあらゆる主体が連携する地域づくりを推進します。 

○ 安全・安心に暮らせるまち 

障がいのある人が日常生活における不安や困りごとを相談し、地域で自立し

た生活をすることができる安全で安心なまちを目指します。そのために必要と

される情報の提供や福祉サービスの周知と切れ目の無い支援体制を整備し、自

由に生活できる基礎的基盤の整備、保健・医療の充実、防犯・防災体制の整備

を図ります。 

○ 笑顔でいきいきと暮らせるまち 

人生の目標や生きがいを持って、毎日を楽しく、いきいきと暮らせる地域ぐ

るみのまちづくりを目指します。そのために、障がい者が安心して社会活動を

することができる就労の場や教育の機会を確保し、地域社会の中で自分らしく

主体的に生きるという選択ができる環境の推進に努めます。 
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３ 施策の体系                                 

基本理念  基本目標                取り組み 
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ま
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市民への広報・啓発（広報・啓発） 
 
１ 障がい者に対する理解の促進 

２ 障がい者との交流機会の拡充 

３ 地域ぐるみの福祉の推進 

４ ボランティア活動への理解の促進 

 

生活支援の充実（生活支援） 
 
１ 相談支援体制の充実 

２ 情報提供・コミュニケーション 

体制の充実 

３ 障害福祉サービスの周知・展開 

保健・医療の充実（保健・医療） 
 
１ 早期発見・早期治療・早期療育 

２ 自殺対策の推進 

３ 自立訓練の充実 

４ 適切な保健・医療サービスの提供 

生活環境の整備（生活環境） 
 
１ 生活環境の整備 

２ 防災・防犯体制の整備 

３ 災害時の支援体制の整備 

４ 感染症対策 

就労支援の充実（雇用・就業） 
 

１ 雇用機会の拡大と雇用・就労の支援 

２ 福祉的就労の場の確保 

教育・療育の充実（教育・療育） 
 
１ 療育環境の充実 

２ 特別支援教育の推進 
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第 ２ 部 障がい者を取り巻く状況 
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第１章 本市の現状 

１ 人口・世帯数の推移                             

本市の人口は、令和２(2020）年の国勢調査では９４，０３３人になっており、平成 

２７（2015）年と比較して減少しています。年齢別割合をみると、「６５歳以上（老年人口）」は増加

していますが、「０～１４歳（年少人口）」及び「１５～６４歳（青壮年人口）」は減少しています。世帯

数は年々増加しているため、世帯あたりの人数は減少が続いています。 

■人口・年齢別人口割合・世帯数の推移                （単位：人） 

項 目 
H12（2000）

年 

H17（2005）

年 

H22（2010）

年 

H27（2015）

年 

R2（2020）

年 

総人口 104,764 104,148 102,348 98,374 94,033 

0～14歳 （年少人口） 15.9％ 14.4％ 13.7％ 12.9% 11.7% 

15～64歳（青壮年人口） 65.3％ 64.6％ 63.1％ 60.1% 57.8% 

65歳以上（老年人口） 18.8％ 21.0％ 23.2％ 27.0% 30.4% 

世帯数（世帯） 32,291 33,837 34,999 35,079 36,098 

1世帯あたりの人数（人） 3.24 3.08 2.92 2.80 2.60 

資料：国勢調査 

 

２ 障害者手帳所持者の推移                           

（１）障がい者（障害者手帳所持者）数の推移 

本市の障害者手帳所持者数についてみてみると、身体障害者手帳所持者数は４年前と比較

すると１６９人減少していますが、療育手帳所持者は９３人増加、精神障害者保健福祉手帳所持

者は１２１人増加しています。 

令和５（2023）年の３種の障害者手帳所持者は、５，２４９人で、総人口の約５．６％となってい

ます。その内訳は、身体障がい者が３，２６６人、知的障がい者が１，１１１人、精神障がい者が８７２

人になっています。 

（２）身体障がい者の状況 

本市の身体障害者手帳所持者は、平成３１（2019）年から令和５年（2023）の４年間で１６９

人減少しています。 

■身体障害者手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）         （単位：人） 

 H31（2019）年 R2（2020）年 R3（2021）年 R4（2022）年 R5（2023）年 

視覚 201 196 193 187 188 

聴覚・平衡 368 379 376 354 336 

音声・そしゃく 43 47 48 45 41 

肢体不自由 1,656 1,619 1,573 1,523 1,488 

内部 1,008 1,022 1,036 1,056 1,059 

複合 159 163 157 148 154 

計 3,435 3,426 3,383 3,313 3,266 
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等級別にみると、令和５（2023）年４月１日現在では、１級が最も多く、障がい種別では肢体不

自由障がいと内部障がいで約 8 割を占めています。（内部障がいとは、心臓、腎臓、呼吸器など、

生命を維持していくための機能が低下している状態のことです。） 

■等級別手帳所持者数（令和５（2023）年４月１日現在）          （単位：人） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

視覚 71 57 11 16 21 12 188 

聴覚・平衡 － 96 27 136 1 76 336 

音声・そしゃく － － 22 19 － － 41 

肢体不自由 191 318 277 419 170 113 1,488   

内部 688 6 106 259 － － 1,059 

複合 93 32 17 6 6 － 154 

計 1,043 509 460 855 198 201 3,266    

（３）知的障がい者の状況 

本市の療育手帳所持者数は年々増加しており、令和５（2023）年４月１日現在では 

１，１１１人となっており、平成３１（2019）年から令和５年（2023）の４年間で９３人増加していま

す。 

■療育手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）            （単位：人） 

 Ｈ31（2019）年 Ｒ2（2020）年 R3（2021）年 R4（2022）年 Ｒ5（2023）年 

Ａ１ 130 130 132 137 138 

Ａ２ 231 229 231 223 226 

Ａ 2 2 2 2 2 

Ｂ１ 331 339 348 358 358 

Ｂ２ 324 337 353 370 387 

Ｂ 0 0 0 0 0 

計 1,018 1,037 1,066 1,090 1,111 

（４）精神障がい者の状況 

本市の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和２（2020）年に前年からの減少がみられまし

たが、その後は年々増加し続け、平成３１（2019）年から令和５年（2023）の４年間でみると１２１

人増加しています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）     （単位：人） 

 Ｈ31（2019）

年 

Ｒ2（2020）年 R3（2021）年 R4（2022）年 Ｒ5（2023）年 

1級 143 144 165 157 182 

２級 467 425 464 486 484 

３級 141 133 175 207 206 

合計 751 702 804 850 872 

また、精神障がいによる自立支援医療（精神通院）の申請等の取扱い件数は、令和５年

（ 2 0 2 3 ）年 ４月１日現在１ ， ７ ８ ４件です。平成３ １ （ 2 0 1 9 ）年４月 １日時点では 

１，４１５件で３６９件増加しています。この制度は、手帳を所持していない人も含まれ、単純比較す
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る こ と は で き ま せ ん が 、 令 和 ５ 年 （ 2 0 2 3 ） 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 取 扱 件 数 

１，７８４件は手帳所持者数８７２人の２．０５倍となっています。 

（５）指定難病等受給者数 

指定難病等受給者証の交付者数は年々増加しています。これは障害者総合支援法の施行に

より、平成２５（2013）年度からはそれまで制度の谷間にあった難病の取扱いが、障がいの範囲

に新たに加わることになり、それに伴い対象となる難病は数が順次拡大されています。 

平成２９（2017）年４月から障害福祉サービス等※１の対象となる難病が３３２疾病から３５８疾

病へ拡大になり、令和元（2019）年７月からは３５９疾病から３６１疾病へ、令和3年11月からは３

６１疾病から３６６疾病へ拡大されました。 

 

 

 

 

 

（６）発達障がいについて 

発達障害者支援法では、発達障がい者の定義を自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障がいであってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとしています。障がいの程度や特徴が様々なため、

発達障がい者の実数の把握は困難な状況です。 

なお、令和４（2022）年に文部科学省が行った調査（医師の診断に基づくものではなく、学級

担任を含む複数の教員により判断された回答を基にした調査）において、小・中学校の通常学級

に在籍する児童生徒の中で、発達障がいの可能性のある学習面又は行動面で著しい困難を示

すとされた児童生徒の割合は８．８％程度であったと報告されています。この数値を３５人学級に

当てはめると、１学級につき３人の支援を要する児童生徒が在籍していることになります。 

 

（７）高次脳機能障がい者について 

高次脳機能障害は、交通事故などによる外傷性脳損傷や脳梗塞、脳出血などの脳血管疾患の

後遺症として、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などが生じるもので、一見目立たない障が

いであることから、医療・福祉制度の谷間の障がいとして、支援体制の整備が遅れています。   

また、医療の高度化により脳外傷等を受けて存命する人は増加しており、これらの高次脳機能

障がい者への支援体制、支援手法の確立が求められています。 

なお、栃木県においては、高次脳機能障がい者の数や実態は把握されていません。 

（とちぎ障害者プラン２１から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス等※１ 

ア 障がい児・者については、障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び生活支援事業 

イ 障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援 
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第２章 障がい者福祉サービスの現状と課題 

１ 市民への広報・啓発                             

（１）障がい者への理解促進の現状 

広報かぬま、かぬま社協だより、ホームページ、パンフレットの配布、障がい者団体等との連

携・協力等により、啓発・広報活動を推進しています。 

地域福祉を充実させるには行政の施策に加えて市民の障がい者への理解と支援が必要であ

るため、毎年、本市と社会福祉協議会との共催で「鹿沼市社会福祉大会」を開催し、福祉に関す

る表彰や大会宣言などを行って理解の促進に努めています。 

（２）交流機会の現状 

本市では、障がい児・者と健常者が、スポーツ等の機会を通じてふれあい、相互に理解と思い

やりのこころを深め、福祉社会の実現を目指すことを目的とした交流イベントを実施しています。 

また、障がい者との交流機会の促進のために「ふれあいフェスタ in かぬま」が開催されていま

す。福祉に関わる関係者で構成する実行委員会が主体となって、市民の交流の場を促進してい

ます。 

（３）障がい者団体の現状 

本市の主な障がい者団体は、下表のとおりであり、各団体は障がい者の社会参加の促進を図

るため、障がい者や会員相互の福祉の増進や情報交換、レクリエーション活動などのＰＲに努め

ていますが、会員数が増えないことや会員の高齢化が課題となっています。 

主な障がい者団体一覧 

名   称 目  的  等 

鹿沼市身体障害者親交福祉会 
身体障がい者の積極的な社会参加の推進と会員相互の親睦と福

祉の増進を図る。 

鹿沼市肢体不自由児者父母の会 
会員相互の親睦と相互扶助を図り、肢体不自由児者の健全な育

成と福祉の増進を図る。 

鹿沼市手をつなぐ育成会 
知的障がい者の意思を尊重し、それぞれの生活の場を選び楽し

い生活を送れるよう支援し福祉の向上を図る。 

県西自閉症児者親の会 
自閉症児・者の可能性を最大限に伸ばし、自閉症の課題に向け

啓発・療育・教育などを展開する。 

資料：鹿沼市調べ 

（４）ボランティアの現状 

本市では、鹿沼市ボランティア連絡協議会、鹿沼市社会福祉協議会等と連携し、障がい福祉

に不可欠なボランティアの養成に努めております。 

また、各団体においても、積極的な活動に取り組んでいます。 

主なボランティア団体一覧 

名   称 活 動 内 容 

点訳グループ「桐」 点字の学習、視覚障がい者に対する点訳での情報提供 

鹿沼地区手話通訳者連絡会 催し物開催時の手話通訳、手話の学習指導 

鹿沼市要約筆記者連絡会 聴覚障がい者に対する要約筆記 

資料：鹿沼市調べ 
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（５）課 題 

①障がい者への理解促進 

障がい者は、心身機能のみでなく、物理的・心理的・制度的障壁による不利益が生じているこ

とも否定できません。障がいのある人もない人も共に地域で快適な生活を過ごす社会をつくるた

めには、地域ぐるみでの障がい者や障がいそのものに対する理解を促進することが必要です。 

地域住民や行政機関、障がい者団体、ボランティア団体等が連携・協力し、障がい者に対する

理解促進の機会が必要です。特に、誤解を受けやすい知的障がいや精神障がい、発達障がい、

高次脳機能障害への正しい理解を図り、支え合う社会づくりの意識の醸成が求められています。 

また、平成３１（2019）年４月から施行された「鹿沼市手話言語条例」の基本理念に基づき、手

話が言語のひとつであるとの認識を高めるための啓発活動や各種講座、手話通訳派遣など、手

話が使いやすい環境を整備するために必要な施策を促進することが必要です。 

②交流機会の充実 

地域社会活動への参加・参画は、障がい者が地域で生きがいのある生活を過ごす上で重要で

す。障がいのある人とない人が共に参加し、文化活動やスポーツ活動を楽しんだりすることがで

きる機会をつくることや、障がい者が参加しやすい諸条件の整備が求められています。 

③障がい者団体への支援 

障がい者の地域社会活動への参加を促進するためには、スポーツや文化活動を通じた障がい

者同士の交流を深め、仲間づくりを進めることが重要です。その母体となる障がい者団体の活動

や若年層の会員確保を支援するだけでなく、団体に所属しない障がい者が、地域社会活動へ参

加ができる仕組みを整備することが求められています。 

④ボランティアの育成・支援 

障がい者が住み慣れた地域で生活するためには、地域住民の協力が不可欠となっています。

そのため、社会福祉協議会等を中心として、ボランティアの育成を図るとともに、活動に対する支

援を強化し、地域ぐるみで福祉に取り組む体制を整備することが求められています。 

 

２ 生活支援の充実                               

（１）障害福祉サービスの周知の現状 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、全国統一的なサービスとなる「自立支援給

付」と市が独自に行う「地域生活支援事業」で構成されます。 

障害福祉サービスは、障がい者の日常生活に直接関わる重要なサービスであり、具体的な実

施目標は、「第 4部鹿沼市障がい福祉計画」において策定しています。 

（２）相談・情報提供の体制の現状 

障がい者及び家族等の相談窓口は、市が相談支援事業を委託している２事業所の

「PLOW(ﾌﾟﾗｳ)」と「せいわ」が、障がい者の相談に応じ必要な情報の提供を行い、権利擁護の

ために必要な援助を行っていました。令和４年度からは、「鹿沼市障がい児者基幹相談支援セン

ター」でそれらの業務を開始し、総合相談かつ専門的な相談に加え、相談事業所への指導助言

等、地域の相談支援体制の強化に取り組んでおります。 

障がい者及び家族等の相談件数                      （単位：件） 
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相談窓口 
R2（2020）

年度 

R3（2021）

年度 

Ｒ4（2022）

年度 
備  考 

障害者相談支援センター 16,610 15,580 ― 
委託 

「PLOW（プラウ）」「せいわ」 

基幹相談支援センター ― ― 8,202 
委託 

「希望の家」「清和会」「優心会」 

市窓口 3,842 4,300 3,642  

合 計 20,452 19,880 11,844  

資料：鹿沼市調べ  

（３）情報・コミュニケーションの現状 

聴覚障がい者等の交流活動の促進、広報活動などの支援者の育成を目的として、手話通訳奉

仕員や要約筆記者の養成講座を実施しています。 

また、文字による情報入手が困難な障がい者のために、ボランティアによる点訳及び音声等の

広報、生活情報の提供を支援しています。 

（４）福祉サービスの利用 

障害福祉サービスを有効に活用するため、相談支援専門員が障がい者の生活全体の課題や

目標を踏まえ、最も適切なサービスを組み合わせた「サービス等利用計画（案）」を作成します。

その計画を基に市が審査し、サービスの支給決定を行います。 

（５）課 題 

①障害福祉サービスの周知・展開 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに関する情報の周知、充実が求められています。

身近な地域で障がい者のニーズに合ったサービスを提供できるよう、事業者の誘致や人材の育

成と確保が重要です。 

障がい者の地域生活を実現するために、必要な研修等を行いながら民生委員・児童委員、ヘル

パー等と行政、相談支援事業者、関係機関等が有機的に結びついた情報提供・相談支援体制の

充実と障がい者のニーズや課題を広く把握することなど的確な対応が求められます。 

②相談・情報提供体制の充実 

障がい者に対しては、福祉サービスに関する様々な情報の提供が求められています。 

相談体制の強化と充実により様々なケースへの対応が可能になった反面、いずれの福祉サー

ビスにも該当させられない困難なケースや、分野を越えた相談ケースも増えていることから、切

れ目のない相談できる「もっと相談しやすい体制」への充実が求められています。 

③情報・コミュニケーションの支援 

視覚・聴覚障がい者に対しては、福祉サービスのみならず、生活の様々な場面で必要な情報を

日常的に提供できる体制づくりが必要です。各窓口では、手話通訳ができる職員の育成・配置と

ともに、市民に対して手話の必要性と理解促進が求められます。 

また、市の主催する事業などでは、手話通訳や要約筆記などにより障がい者の参加しやすい

体制整備が求められています。 

④障害福祉サービスの充実 

障がい者が豊かな地域生活を送るためには、身近な地域でサービスを受けられることが重要

であると考えられます。そのためには、障害福祉サービスを提供する事業者を積極的に誘致する

など、日中活動の場を増やすことが求められます。 
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各施設は、障がい者の自立、生きがいを高め、家族の介護負担の軽減を図るために、サービス

の質の向上、多様なサービス需要に対応できるサービス提供体制を推進していく必要があり、そ

のためにも障害福祉サービスを提供する各施設においてはＰＤＣＡサイクルの導入による活動成

果の評価や改善に取り組み、より効果的なサービス提供ができる体制としていくことが求められ

ます。 

 

３ 保健・医療の充実                               

（１）障がいの早期発見・早期治療・早期療育の現状 

本市では、母子の疾病予防と健康増進を図るため、妊産婦健康診査費用の助成、新生児聴覚

検査費用の助成、先天性股関節脱きゅう検診費用の助成、妊産婦・新生児訪問指導事業や乳幼

児健康診査・乳幼児健康相談、発達相談等を実施し、疾病の早期発見・早期治療、障がいの早

期発見・早期療育、さらに健康づくりに対する意識啓発に取り組んでいます。 

また、身体障がいの発生原因の一つである「生活習慣病」の予防の取り組みとして、成人に対

する健康教育や健康相談、各種検診等を実施しています。 

（２）健康診査・医療の現状 

特定健康診査や特定保健指導、特定健康診査非対象者等に対する健康診査を実施し、疾病

の早期発見や生活習慣病の予防に努めています。 

乳幼児に対しては、４か月児、10 か月児、１歳６か月児、３歳児、５歳児を対象に健康診査を実

施し、身体・精神発達・運動機能面等で二次健康診査が必要とされる乳幼児については、乳幼児

二次健康診査や医療機関の受診をすすめ、疾病や障がいの早期発見や早期療育に努めていま

す。 

乳幼児健診受診率の推移 

区分 R2（2020）年度 R3（2021）年度 Ｒ4（2022）年度 備 考 

４か月児健診 576(97.1%) 540(97.8%) 467(95.9%) 

単位：人 

受診率：％ 

10か月児健診 614(97.3%) 551(95.5%) 489(98.2%) 

１歳６か月児健診 651(96.4%) 519(98.9%) 584(97.5%) 

３歳児健診 721(100.7%) 577(96.2%) 606(100.5%) 

５歳児健診 740(100％) 687(100％) 624(100%) 

資料：鹿沼市調べ 

（３）課 題 

①保健・医療サービスの充実 

障がい者が健康を維持・増進しながら、地域でいきいきと過ごすためには、保健・医療サービ

スの充実が必要不可欠です。そのためには、専門的な機関やスタッフの確保が課題となります。

障がいの早期発見・早期対応の体制を強化し、必要な指導・訓練をすることで、将来の社会参加

につなげていくことが重要です。さらに治療の確立していない難病患者や家族への支援は重要

な課題です。 

また、自立支援医療制度の周知を行い、精神通院医療、更正医療、育成医療など障がい児・者

に対する支援・支給制度の普及を推進する必要があります。 
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②精神保健・医療の充実 

心の健康づくり対策として、市民の精神的健康の維持・向上を図るためには、正しい知識の普

及とともに社会生活環境におけるストレス等の相談窓口を周知していくことが重要です。 

近年、障害者手帳制度についての理解が進んでいるものの、まだ多くの潜在的障がい者がい

ることが考えられます。 

精神障がい者と精神障がいそのものについて正しい理解の促進に努めるとともに、社会生活

の変化に伴うストレスや青少年の思春期等に対応した心の健康相談から、精神医療相談、社会

復帰相談、さらにはアルコールや薬物依存症、高次脳機能障害等の広範囲におよぶ精神保健全

般の相談の充実が求められています。 

また、自殺対策として、自殺に対する正しい知識の普及啓発や相談窓口の充実が求められて

おり、令和２年（2020）年３月に策定された「鹿沼市自殺対策計画」の基本理念「共に支え合い、

誰も自殺に追い込まれることのない“鹿沼市”の実現」を目指します。 

 

４ 生活環境の整備                               

（１）バリアフリー化の現状 

国では、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」を

制定し、バリアフリー化を進めてきました。 

本市においては、市内中心部の幹線道路や特定旅客施設である東武新鹿沼駅、ＪＲ鹿沼駅の

バリアフリー化を推進しています。 

また、おもいやり駐車スペースや国際シンボルマーク（車いすマーク）のある駐車場が、公共施

設やショッピングセンター、病院等に設けられようになり、栃木県では、この駐車スペースを確保

しておくための統一ルールを明確にした「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を実施していま

す。しかし、これらの障がい者用駐車スペースの利用については、本当に駐車場を必要とする障

がい者等の方が停められない状況も見受けられます。 

その他、オストメイト対応トイレは市役所、市民情報センター、高齢者・障害者トレーニングセン

ター、まちの駅“新 鹿沼宿”、ＪＲ鹿沼駅に設置されています。 

（２）障がい者のための防災・防犯対策の現状 

本市では、防災計画の中で、避難行動要支援者対策による災害時における初期活動期から復

旧活動期までの障がい者への対応の推進が求められています。 

鹿沼市避難行動要支援者支援計画では、災害時の要支援者は自らの力だけでは迅速な避難

ができない状況にあるため、本人及び支援者とどのようなことが必要かを明確にし、危機管理意

識の啓発や向上を図り、災害発生時に適切な行動を取ることなどが定められています。 

（３）課 題 

①居住の場の確保 

障がい者が住み慣れた地域や家庭において、安全で快適に暮らすためには、その人の障がい

に合った住居の場の確保が必要です。また、障がい者の自立に向けて、グループホーム等の障が

い特性に配慮した生活の場の整備が求められています。 

②バリアフリー化の推進 

障がい者の暮らしやすいまちにするためには、公共施設や道路、電車、バス等の公共交通機
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関の利便性・安全性を促進する必要があります。そのため、安心・安全面に配慮し、住みよいまち

の実現を目指し、ソフト・ハード両面の整備をさらに推進していく必要があります。 

また、おもいやり駐車スペースや国際シンボルマーク（車いすマーク）駐車場を利用する際の

利用マナー向上のため、広報活動を推進するとともに、障がい者や妊産婦、高齢者等の方の利

用証の使用についても適切なＰＲが必要です。 

③防災体制の整備 

住み慣れた地域で、市民が安心・安全に暮らすためには、緊急時の避難路の確保、避難連絡

体制の整備が求められますが、視覚・聴覚障がい者などの避難・誘導体制については、地域単位

での地域防災体制の充実を図る必要があります。また、障がい者が参加した地域ぐるみの防災

訓練を実施することも重要となります。 

今後も鹿沼市避難行動要支援者支援計画を基に、緊急時の障がい者や高齢者等の要援護者

に対する更なる支援や体制の整備に努めてまいります。 

 

５ 就労支援の充実                               

（１）障がい者の就労・雇用の現状 

障がいのある人の就労に向けては、それぞれの個性と能力に応じた多様な就労形態を提供す

ることが重要です。そのため、一般就労への移行支援や福祉的就労の場の提供など、一人ひとり

の希望に応じた就労機会の充実に努めるとともに、一般企業が障がい者雇用を推進することが

できるよう、関係機関との連携を図ります。 

また、企業へ就職した後も職場に定着するための支援や退職後の再訓練など、障がい者本人

のその時々の状況に合わせた支援をしていく必要があります。 

（２）福祉的就労の場の現状 

本市では、鹿沼公共職業安定所及び県西圏域障害者就業・生活支援センター「フィールド」と

の連携により、障がい者の就職の促進や社会的自立を推進しています。 

また、障がい者が一般就労への移行が可能となるように、施設利用者が積極的に職場訓練で

きる体制を推進し社会的自立を目指しています。 

（３）課 題 

①企業の雇用促進 

障がい者雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率が設

けられています。本市の障がい者の雇用率はまだまだ低く、障がい者の就労意欲を尊重しながら

雇用率の向上に繋がる支援が必要です。 

障がい者の社会的自立を進めるため、事業者に対し障がい者の一般雇用の促進を積極的に

働きかける必要があります。 

②福祉的就労の場の充実 

福祉的就労は、企業での就労が困難な障がい者の就労の場としての機能とともに、社会経験

の場、日常的な相談支援や仲間づくりの支援など様々な機能を果たしており、地域生活支援の

貴重な資源のひとつとなっています。しかし、そこで支払われる賃金、工賃は低額で、施設の経営

も厳しい状況です。今後は、福祉的就労の場における商品開発力の向上、共同受注、販路の拡

大等の支援が求められています。 
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６ 教育・療育の充実                             

（１） 特別支援教育の現状 

特別支援教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習

上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行います。 

（２） 療育の推進の現状 

本市では、発達の遅れが気になる未就学児を対象に、通園による日常生活の基本的動作訓

練や集団生活への適応訓練をこども発達支援センター「鹿沼市あおば園」（定員30人、月～金）

で実施しています。 

 

 

 

あおば園の通園児童数（各年３月３１日現在）          （単位：人） 

年 度 R2（2020）年度 R3（2021）年度 Ｒ4（2022）年度 

人 数 160人 135人 146人 

    資料：鹿沼市調べ 

（３） 課 題 

① 特別支援教育の推進 

地域の学校に在籍する児童生徒は、本人及び保護者、学校や教育委員会と適切な学びの場を

検討することにより通級指導教室や特別支援学級で、指導を受けることが可能となっています。

また、一人ひとりの教育的ニーズに配慮した個別の支援をより一層推進していくことが大切とな

ります。 

また、学校教育終了後は、地域社会で生活をしていくための自立支援への移行が求められる

ことから、相談支援事業者、福祉施設、地域の民生委員、市・県等障がい福祉関係機関との連携

が今後の大きな課題と考えられます。 

②療育の推進 

障がいのある子どもたちが地域社会の中で健やかに成長し、社会参加を進めていくためには、

保護者も含めて、幼い頃からの福祉教育・交流教育の推進を図る必要があります。 

そのためにも保育園、障がい福祉サービス事業者等における受入れ体制の整備・交流機会の

充実が求められます。保護者だけでなく地域社会全体で障がいのある子どもたちの療育を行う

体制づくりが重要であると考えられます。 
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